
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

告

示

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
許
可
申
請
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

土
地
改
良
法
に
よ
る
換
地
処
分
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
地
上
散
布
を
行
う
区
域
及
び
期
間
…
…
…
六

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
…
…
…
…
…
…
…
…
七

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
第
五
条
第
二
項
の
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

遊
漁
規
則
の
変
更
認
可
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八

道
路
区
域
の
決
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

道
路
区
域
の
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

公
有
水
面
埋
立
て
の
免
許
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一

港
湾
隣
接
地
域
の
指
定
に
関
す
る
公
聴
会
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

教
育
委
員
会
告
示

県
指
定
有
形
文
化
財
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
四

県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え

八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ

て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
五

公

告

建
設
業
の
許
可
の
取
消
し
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
六

開
発
行
為
の
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
八

〇
告

示

大
分
県
告
示
第
百
四
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
十
五
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

Ｃ
Ｓ
Ｏ
お
お
い
た

三

代
表
者
の
氏
名

小

野

光

良

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

豊
後
大
野
市
千
歳
町
前
田
千
百
六
十
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者．

障
害
者．

児
童
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム．

デ
イ
サ
ー
ビ

ス．

居
宅
支
援．

児
童
保
育．

子
育
て
支
援
等
、
幅
広
い
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
い
地
域
社
会
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

事
業
の
変
更

大
分
県
告
示
第
百
四
十
三
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果

に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

申
請
の
概
要

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 火 曜 日 ）

第
二
八
六
一
号

三

月

七

日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



種

類

ち
ゆ
う
房
施
設

能

力

一
〇
〇
食
／
日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
二
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

八
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

二
〇

二
五

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

二
五
〇

三
〇
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

二
五
〇

三
〇
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

二
〇
〇

二
五
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

五
〇

六
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

二

四

種

類

洗
濯
施
設

二
基

能

力

洗
濯
容
量
八
㎏

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
二
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

断
続
的

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

一

二

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

二
五
〇

三
〇
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

二
五
〇

三
〇
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

二
〇
〇

二
五
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

五
〇

六
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

二

四

種

類

入
浴
施
設

１

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

別
府
市
大
字
鉄
輪
二
百
七
十
五
番
地
の
一

Ｓ
Ｋ
観
光
株
式
会
社

代
表
取
締
役

金

相

任

２

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

別
府
市
大
字
鉄
輪
二
百
七
十
五
番
地
の
一

別
府

は
な
み
ず
き

３

設
置
さ
れ
る
特
定
施
設
の
種
類

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
六
十
六
号
の
三

イ

ち
ゆ
う
房
施
設
、
ロ

洗
濯
施
設
及
び
ハ

入
浴
施
設

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



能

力

七
、
七
五
〇
ℓ
／
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
二
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

六
時
〜
二
三
時

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

一
七
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

四
〇

五
一

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

二
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

二
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

二
五

三
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

二
〇

三
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

一
〇

種

類

入
浴
施
設

能

力

三
、
二
〇
〇
ℓ
／
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
二
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

六
時
〜
二
三
時

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

一
七
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

二
〇

二
六

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

二
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇

二
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

二
五

三
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

二
〇

三
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

一
〇

種

類

入
浴
施
設

能

力

一
、
四
四
〇
ℓ
／
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
二
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

六
時
〜
二
三
時

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

一
七
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

七

九

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

三

五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

三

五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

三

五

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

二

四

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

洗
い
場
な
し

種

類

入
浴
施
設

能

力

一
、
九
一
八
ℓ
／
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
二
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

六
時
〜
二
三
時

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

一
七
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

九

一
一

汚
水

等
の

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

三

五

汚
染

状
態

の
値

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

三

五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

三

五

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

二

四

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

洗
い
場
な
し

種

類

入
浴
施
設

能

力

一
、
二
二
五
ℓ
／
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
二
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

六
時
〜
二
三
時

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

一
七
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

六

七

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

三

五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

三

五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

三

五

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

二

四

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一

四

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四



そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

洗
い
場
な
し

種

類

入
浴
施
設

能

力

一
、
七
五
〇
ℓ
／
基

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
二
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

六
時
〜
二
三
時

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

一
七
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

八

一
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

三

五

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

三

五

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

三

五

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

二

四

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一

四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

洗
い
場
な
し

種

類

生
物
化
学
的
処
理

処

理

方

式

担
体
流
動
方
式

能

力

六
三
㎥
／
日

構

造

Ｆ
Ｒ
Ｐ
製

主

要

寸

法

縦
一
六
・
〇
ｍ
×
横
三
・
三
ｍ
×
高
さ
三
・
〇
ｍ

工

事

着

手

予

定

年

月

日

許
可
後

工

事

完

成

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
一
・
三
〇

使

用

開

始

予

定

年

月

日

平
二
九
・
一
二
・
二
〇

使

用

時

間

間

隔

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

五
〇

五
〇

六
三

六
三

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

処
理
前

処
理
後

処
理
前

処
理
後

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八

〜
八
・
六
五
・
八

〜
八
・
六
五
・
八

〜
八
・
六
五
・
八

〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

二
〇
〇

二
〇

二
五
〇

三
〇

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
〇
〇

三
〇

一
二
五

四
〇

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

一
六
〇

五
〇

二
〇
〇

八
〇

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

四
五

三
〇

六
〇

四
〇

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

五

三

七

四

４

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五



大

腸

菌

群

数

個
／
㎤

―

三
、
〇
〇
〇

以
下

―

三
、
〇
〇
〇

排

水

口

名

１№

一
日
当
た
り
の
排
出
水
量

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

㎥
／
日

一
三
〇

一
六
三

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通

常

の

値

最

大

の

値

水
素
イ
オ
ン
濃
度

五
・
八
〜
八
・
六

五
・
八
〜
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

九
・
五

一
五
・
三

化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎
／
ℓ

一
三
・
四

一
九
・
一

浮

遊

物

質

量

㎎
／
ℓ

二
一
・
一

三
四
・
六

窒

素

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
二
・
二

一
六
・
七

り

ん

含

有

量

㎎
／
ℓ

一
・
五

二
・
二

大

腸

菌

群

数

個
／
㎤

三
、
〇
〇
〇
以
下

三
、
〇
〇
〇

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

合
併
処
理
浄
化
槽
排
水
と
温
泉
排
水
の
加
重
平
均
値

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

５

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

二

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
別
府
市
役
所

大
分
県
告
示
第
百
四
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営

中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
豊
後
大
野
東
部
地
区
西
原
工
区
の
換
地
処
分
を
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
四
十
五
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
を
次
の
よ
う
に

公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
内
に
お
い
て
松
林
を
所
有
す
る
者
で
不
服
の
あ
る
も
の
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
二
週

間
以
内
に
、
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
知
事
に
不
服
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

区
域
及
び
期
間

１

区
域

佐
伯
市
、
杵
築
市
及
び
国
東
市
の
区
域
内
に
存
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と
す
る

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室
及
び

関
係
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
。

２

期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

松
く
い
虫
の
被
害
を
受
け
、
又
は
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当

該
樹
木
に
地
上
か
ら
の
薬
剤
に
よ
る
防
除
を
実
施
す
る
こ
と
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の
区
域
の
松
林
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
け
る
過
去
の
松
く
い
虫
被
害
の
状
況
か
ら
み
て
、
三
の

措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
の
被
害
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、
一
の
区
域
の
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与

え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

１

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

２

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
三
に
掲
げ

る
樹
木
の
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
振
興
局
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し

て
、
損
失
補
償
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償
金
を
交
付
す
る
。

３

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
樹
木
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
の
２
に
定
め
る
期
間
内
に
三
に

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

六



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当

該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

４

知
事
は
、
３
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
べ

き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
、
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
べ

き
損
失
補
償
金
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収

す
る
こ
と
が
あ
る
。

大
分
県
告
示
第
百
四
十
六
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
命
令
の
内
容
と
な
る
事
項
を
次
の
よ
う
に

公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
内
に
お
い
て
伐
採
木
等
を
所
有
す
る
者
で
不
服
の
あ
る
も
の
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら

二
週
間
以
内
に
、
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
知
事
に
不
服
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

区
域
及
び
期
間

１

区
域

大
分
県
全
域

２

期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
伐
採
木
等
（
伐
採
さ
れ
た
樹
木
そ
の
他
土
地
か
ら
分
離
し
た
樹
木
の
幹
及

び
枝
条
（
用
材
及
び
薪
炭
材
で
あ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
は
、
松
く
い
虫
を
駆
除
し
た
後
で
な

け
れ
ば
、
当
該
伐
採
木
等
が
所
在
す
る
市
町
村
の
区
域
を
越
え
て
移
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

森
林
害
虫
防
除
員
が
当
該
伐
採
木
等
を
、
当
該
伐
採
木
等
が
所
在
す
る
市
町
村
の
区
域
を
越
え
て
移
動
し

て
駆
除
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
は
除
く
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の
区
域
の
松
林
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
け
る
過
去
の
松
く
い
虫
被
害
の
状
況
か
ら
み
て
、
三
の

措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
の
被
害
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、
一
の
区
域
の
松
林
に
重
大
な
損
害
を
与

え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

大
分
県
告
示
第
百
四
十
七
号

森
林
病
害
虫
等
防
除
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
伐
倒
駆
除
命
令
の
内
容
と
な
る

事
項
を
次
の
よ
う
に
公
表
す
る
。

な
お
、
当
該
区
域
内
に
お
い
て
森
林
又
は
樹
木
等
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
で
不
服
の
あ
る
も
の

は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
も
っ
て
知
事
に
不
服
を
申
し
出
る
こ

と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

区
域
及
び
期
間

１

区
域

杵
築
市
及
び
国
東
市
の
区
域
内
に
存
す
る
松
林
の
区
域
の
う
ち
次
の
と
お
り
と
す
る
（
「
次
の
と
お

り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部
森
と
の
共
生
推
進
室
及
び
関
係
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
。

２

期
間

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

二

森
林
病
害
虫
等
の
種
類

松
く
い
虫

三

行
う
べ
き
措
置
の
内
容

松
く
い
虫
が
付
着
し
て
い
る
樹
木
の
存
す
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
は
、
当
該
樹
木
の
伐

倒
及
び
破
砕
又
は
当
該
樹
木
の
伐
倒
及
び
焼
却
（
炭
化
を
含
む
。
）
を
行
う
こ
と
。

四

命
令
を
し
よ
う
と
す
る
理
由

一
の
１
に
定
め
る
区
域
の
松
林
及
び
そ
の
周
辺
の
松
林
に
お
け
る
過
去
の
松
く
い
虫
被
害
の
状
況
か
ら

み
て
、
三
の
措
置
を
行
わ
な
け
れ
ば
松
く
い
虫
の
被
害
が
異
常
に
ま
ん
延
し
、
同
区
域
の
松
林
に
重
大
な

損
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
。

五

そ
の
他
必
要
な
事
項

１

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
森
林
害
虫
防
除
員
の
指
示
に
従
う
こ
と
。

２

三
に
掲
げ
る
措
置
に
つ
い
て
、
破
砕
を
行
う
場
合
は
、
破
砕
後
の
木
片
の
厚
さ
が
六
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

（
木
材
チ
ッ
パ
ー
に
よ
り
破
砕
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
に
な
る
よ
う
に

破
砕
を
行
う
こ
と
。

３

三
に
掲
げ
る
措
置
に
伴
う
損
失
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
定
め
る
申
請
書
を
三
に
掲
げ

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

七



〰
〰
〰
〰
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〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

変
更
箇
所

変

更

後

第
六
条

（
遊
漁
料

の
額
及
び

納
付
方

法
）
第
一

項

遊
漁
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
遊
漁
者
が
高
校
生
以
下
の
と
き
は
、

無
料
。
肢
体
不
自
由
者
の
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 

 

 
  500

 
 3,500

 

 

 

 
 

 

 

 5,000

 

 
 

 
 

  
 8,000

変

更

前

遊
漁
料
の
額
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
遊
漁
者
が
高
校
生
以
下
の
と
き
は
、

無
料
。
肢
体
不
自
由
者
の
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
と
す
る
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

   
 

 

 

  500
   

 3,500

 5,000
  

 5,000
 

 

る
樹
木
の
所
在
す
る
地
域
を
管
轄
す
る
振
興
局
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
提

出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
知
事
は
、
当
該
申
請
者
が
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し

て
、
損
失
補
償
の
額
を
決
定
し
、
損
失
補
償
金
を
交
付
す
る
。

４

知
事
は
、
三
に
掲
げ
る
松
林
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
が
、
一
の
２
に
定
め
る
期
間
内
に
三
に

掲
げ
る
措
置
を
行
わ
な
い
と
き
、
行
っ
て
も
十
分
で
な
い
と
き
又
は
行
う
見
込
み
が
な
い
と
き
は
、
当

該
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

５

知
事
は
、
４
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
費
用
の
額
が
、
三
に
掲
げ
る
措
置
を
行
う
べ

き
者
が
自
ら
そ
の
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
行
っ
た
と
し
た
場
合
、
そ
の
者
が
受
け
る
こ
と
と
な
る
べ

き
損
失
補
償
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
そ
の
超
え
る
部
分
の
額
に
相
当
す
る
額
を
そ
の
者
か
ら
徴
収
す

る
こ
と
が
あ
る
。

大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

日
田
漁
業
協
同
組
合

日
田
市
大
字
高
瀬
字
小
シ
マ
一
一
六
六
―
三

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
七
号

三

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

八



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

変
更
箇
所

変

更

後

第
七
条

（
遊
漁
料

の
額
及
び

納
付
の
方

法
）
第
一

項

第
二
条
で
遊
漁
の
承
認
を
得
、
第
三
条
第
三
項
の
漁
具
漁
法
で
遊
漁
す
る
場
合
、
大
分
川

漁
業
協
同
組
合
事
務
所
（
大
分
市
大
字
田
原
字
下
川
原
四
五
一
―
九
）
又
は
各
支
部
、
支
部

長
自
宅
も
し
く
は
当
該
遊
漁
す
る
場
合
に
お
い
て
漁
場
監
視
員
に
下
記
遊
漁
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
遊
漁
す
る
場
所
に
お
い
て
納
付
す
る
場
合
の
遊
漁
料
は
、
下
記

遊
漁
料
に
五
〇
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 5,000
 

 
 

1,000
 

        

  

 
  

 
5,000  

 

 
 

 1,000  
 

         

 
 

 

 
  

 
 

 
2,500

 
  

30,000
 

  2,000

変

更

前

第
二
条
で
遊
漁
の
承
認
を
得
、
第
三
条
第
三
項
の
漁
具
漁
法
で
遊
漁
す
る
場
合
、
大
分
川

漁
業
協
同
組
合
事
務
所
（
大
分
市
大
字
田
原
字
下
川
原
四
五
一
―
九
）
又
は
各
支
部
、
支
部

長
自
宅
も
し
く
は
当
該
遊
漁
す
る
場
合
に
お
い
て
漁
場
監
視
員
に
下
記
遊
漁
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
遊
漁
す
る
場
所
に
お
い
て
納
付
す
る
場
合
の
遊
漁
料
は
、
下
記

遊
漁
料
に
五
〇
〇
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 5,000

 

 
1,000

 

 

  
 

 
 

 
5,000  

 

 
 

 1,000  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
2,500

 
   

30,000
 

2,000

 

変

更

後

変

更

前

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

大
分
県
告
示
第
百
四
十
九
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
遊
漁
規
則

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

漁
業
権
者
の
名
称
及
び
住
所

大
分
川
漁
業
協
同
組
合

大
分
市
大
字
田
原
字
下
川
原
四
五
一
番
九

二

漁
業
権
の
免
許
番
号

内
共
第
八
号

三

遊
漁
規
則
の
変
更
の
内
容

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

九



第
八
条

（
遊
漁
承

認
証
等
及

び
鑑
札
に

関
す
る
事

項
）

組
合
は
、
第
二
条
第
三
項
の
遊
漁
料
の
納

付
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
承
認
を
行
っ
た

と
き
は
、
前
条
第
一
項
の
表
の
と
お
り
別
記

様
式
㈠
の
遊
漁
承
認
証
又
は
船
使
用
承
認
証

（
以
下
「
遊
漁
承
認
証
等
」
と
い
う
。
）
及

び
鑑
札
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

２

遊
漁
者
は
、
遊
漁
す
る
と
き
は
遊
漁
承

認
証
等
及
び
鑑
札
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

遊
漁
承
認
証
等
及
び
鑑
札
を
他
人
に
貸

与
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

（
略
）

組
合
は
、
第
二
条
第
三
項
の
遊
漁
料
の
納

付
を
受
け
、
同
条
第
二
項
の
承
認
を
行
っ
た

と
き
別
記
様
式
㈠
の
遊
漁
承
認
証
（
以
下

「
遊
漁
承
認
証
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

２

遊
漁
者
は
、
遊
漁
す
る
と
き
は
遊
漁
承

認
証
を
携
帯
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

遊
漁
承
認
証
を
他
人
に
貸
与
し
て
は
な

ら
な
い
。

４

（
略
）

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
竹
田
五

ヶ
瀬
線

竹
田
市
大
字
竹
田
字
屏
風
ヶ
渕
一
七
〇
五
番
一
か
ら

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
川
二
一
五
七
番
二
ま
で

七
三
・
〇

〜
一
二
・
〇

七
六
一
・
五

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

一
般
国
道
二

一
二
号

日
田
市
大
字
花
月
字
山
ノ
口
二
一
七
五

番
一
地
先
か
ら

日
田
市
大
字
花
月
字
中
ノ
坪
二
〇
七
二

番
一
地
先
ま
で

前

三
五
・
八

〜
一
三
・
七

二
六
四
・
〇

後

四
三
・
四

〜
一
五
・
五

二
六
四
・
〇

日
田
市
大
字
花
月
字
中
ノ
坪
二
〇
七
八

番
一
地
先
内

前

二
七
・
七

〜
一
七
・
五

三
六
・
〇

日
田
市
大
字
花
月
字
中
ノ
坪
二
〇
七
六

番
三
か
ら

日
田
市
大
字
花
月
字
中
ノ
坪
二
〇
七
八

番
一
ま
で

後

三
七
・
二

〜
二
二
・
〇

三
六
・
〇

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

備
考

県
道
竹
田
五

ヶ
瀬
線

竹
田
市
大
字
竹
田
字
屏
風

ヶ
渕
一
七
〇
三
番
三
か
ら

竹
田
市
大
字
竹
田
字
山
川

二
一
五
七
番
四
ま
で

前

Ａ

一
八
・
〇

〜

六
・
〇

四
九
四
・
四

上
記
Ａ
及

び
Ｂ
は
、

関
係
図
面

に
表
示
す

る
敷
地
の

区
分
を
い

う
。

Ｂ

七
三
・
〇

〜
一
二
・
〇

七
九
二
・
〇

後

Ｂ

七
三
・
〇

〜
一
二
・
〇

七
九
二
・
〇

四

変
更
後
の
遊
漁
規
則
の
施
行
の
日

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日

大
分
県
告
示
第
百
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
決
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
〇



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区

間

区
域
変
更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

メ
ー
ト
ル

延

長
メ
ー
ト
ル

県
道
下
恵
良

九
重
線

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
片
平
桜
四
五

八
番
四
地
内

前

三
七
・
五

〜
一
二
・
四

四
六
・
一

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
片
平
桜
四
五

八
番
四
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
片
平
桜
四
五

八
番
九
ま
で

後

六
二
・
六

〜
一
二
・
四

四
六
・
〇

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
下
ノ
平
二
八

八
番
五
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
下
ノ
平
二
八

四
番
三
ま
で

前

八
・
五

〜

六
・
〇

三
四
・
〇

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
下
ノ
平
二
八

八
番
五
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
片
平
桜
四
五

八
番
六
地
先
ま
で

後

三
二
・
〇

〜
一
一
・
九

三
三
・
七

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

一
般
国
道
二
一
二
号

日
田
市
大
字
花
月
字
山
ノ
口
二
一
七
五
番
一
地
先
か

ら日
田
市
大
字
花
月
字
中
ノ
坪
二
〇
七
二
番
一
地
先
ま

で

平
二
九
・

三
・

七

日
田
市
大
字
花
月
字
中
ノ
坪
二
〇
七
六
番
三
か
ら

日
田
市
大
字
花
月
字
中
ノ
坪
二
〇
七
八
番
一
ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供

用

開

始

区

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
下
恵
良
九
重
線

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
片
平
桜
四
五
八
番
四
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
片
平
桜
四
五
八
番
九
ま
で

平
二
九
・

三
・

七

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
下
ノ
平
二
八
八
番
五
か
ら

宇
佐
市
院
内
町
羽
馬
礼
字
片
平
桜
四
五
八
番
六
地
先

ま
で

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

大
分
県
告
示
第
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
七
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
告
示
第
百
五
十
六
号

公
有
水
面
埋
立
法
（
大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
有

水
面
の
埋
立
て
を
免
許
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

免
許
の
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
十
七
日

二

出
願
人
の
住
所
及
び
氏
名

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
一



大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県

代
表
者

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

三

埋
立
て
の
区
域

１

位
置

第
一
区
域

臼
杵
市
大
字
風
成
字
天
神
森
脇
八
九
七
番
七
か
ら
同
大
字
字
久
保
二
の
九
五
〇
番
に
至
る
各
地
先
の

公
有
水
面

第
二
区
域

臼
杵
市
大
字
風
成
字
久
保
九
六
一
番
二
の
地
先
の
公
有
水
面

２

区
域

第
一
区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
一
の
地
点
か
ら
四
九
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
四
九
の
地
点
と
五
〇

の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
七
年
の
春
分
の
満
潮
位
（
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
一
三
メ
ー
ト
ル
）
に

お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
及
び
一
の
地
点
と
五
〇
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
十
五
年
三
月
十
四

日
付
け
指
令
漁
港
第
六
―
一
四
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋
立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｃ
・
Ｄ
・

Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

一
の
地
点

大
分
県
津
久
見
市
大
字
長
目
字
葛
山
三
七
八
番
地
の
国
土
地
理
院
三
等
三
角
点
「
長

目
」
（
北
緯
三
三
度
〇
六
分
三
一
秒
四
七
二
八
東
経
一
三
一
度
五
一
分
五
六
秒
六
七
九
七

（
以
下
「
基
点
」
と
い
う
。
）
）
か
ら
二
九
八
度
一
七
分
〇
二
秒
二
、
〇
五
八
・
七
六
メ

ー
ト
ル
の
地
点

二
の
地
点

一
の
地
点
か
ら
五
度
四
七
分
〇
六
秒
五
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
の
地
点

二
の
地
点
か
ら
二
八
一
度
三
五
分
一
五
秒
〇
・
七
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
の
地
点

三
の
地
点
か
ら
一
六
度
〇
四
分
二
一
秒
六
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
の
地
点

四
の
地
点
か
ら
一
一
二
分
三
八
秒
一
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六
の
地
点

五
の
地
点
か
ら
二
六
度
五
七
分
五
五
秒
七
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
の
地
点

六
の
地
点
か
ら
三
六
度
一
七
分
五
六
秒
八
・
六
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
の
地
点

七
の
地
点
か
ら
四
二
度
一
二
分
三
九
秒
四
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
の
地
点

八
の
地
点
か
ら
四
二
度
一
三
分
一
二
秒
五
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
の
地
点

九
の
地
点
か
ら
四
三
度
〇
九
分
一
三
秒
一
〇
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
の
地
点

一
〇
の
地
点
か
ら
四
三
度
〇
二
分
五
一
秒
一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
の
地
点

一
一
の
地
点
か
ら
四
三
度
〇
二
分
〇
六
秒
五
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
三
の
地
点

一
二
の
地
点
か
ら
四
二
度
五
九
分
五
五
秒
四
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
の
地
点

一
三
の
地
点
か
ら
四
七
度
二
八
分
二
二
秒
一
〇
・
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
の
地
点

一
四
の
地
点
か
ら
五
五
度
一
九
分
四
七
秒
一
〇
・
九
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六
の
地
点

一
五
の
地
点
か
ら
六
八
度
四
七
分
二
二
秒
五
・
八
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
七
の
地
点

一
六
の
地
点
か
ら
七
八
度
三
九
分
四
二
秒
五
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
八
の
地
点

一
七
の
地
点
か
ら
八
七
度
五
六
分
一
九
秒
五
・
五
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
九
の
地
点

一
八
の
地
点
か
ら
九
七
度
五
一
分
〇
八
秒
六
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
〇
の
地
点

一
九
の
地
点
か
ら
一
〇
六
度
五
七
分
四
五
秒
五
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
一
の
地
点

二
〇
の
地
点
か
ら
一
一
四
度
五
〇
分
一
三
秒
六
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二
の
地
点

二
一
の
地
点
か
ら
一
二
二
度
三
六
分
〇
六
秒
一
〇
・
六
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
三
の
地
点

二
二
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
三
九
分
五
七
秒
五
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
四
の
地
点

二
三
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
五
三
分
五
五
秒
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
五
の
地
点

二
四
の
地
点
か
ら
一
二
六
度
二
五
分
五
六
秒
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
六
の
地
点

二
五
の
地
点
か
ら
一
二
〇
度
五
七
分
五
八
秒
一
九
・
三
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
七
の
地
点

二
六
の
地
点
か
ら
一
一
二
度
三
二
分
三
三
秒
六
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
八
の
地
点

二
七
の
地
点
か
ら
一
一
〇
度
二
〇
分
三
四
秒
一
一
・
二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
九
の
地
点

二
八
の
地
点
か
ら
一
〇
三
度
三
四
分
一
三
秒
一
三
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
〇
の
地
点

二
九
の
地
点
か
ら
九
度
三
九
分
二
六
秒
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
一
の
地
点

三
〇
の
地
点
か
ら
九
四
度
五
七
分
一
九
秒
六
・
四
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
二
の
地
点

三
一
の
地
点
か
ら
一
八
四
度
五
三
分
〇
八
秒
一
・
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
三
の
地
点

三
二
の
地
点
か
ら
九
〇
度
五
五
分
二
三
秒
一
八
・
八
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
四
の
地
点

三
三
の
地
点
か
ら
八
三
度
二
六
分
三
八
秒
四
・
六
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
五
の
地
点

三
四
の
地
点
か
ら
七
七
度
二
八
分
五
〇
秒
一
三
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
六
の
地
点

三
五
の
地
点
か
ら
七
一
度
二
九
分
二
六
秒
一
〇
・
三
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
七
の
地
点

三
六
の
地
点
か
ら
六
八
度
四
一
分
〇
五
秒
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
八
の
地
点

三
七
の
地
点
か
ら
六
八
度
四
二
分
〇
二
秒
九
・
三
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
九
の
地
点

三
八
の
地
点
か
ら
六
八
度
四
八
分
一
七
秒
一
〇
・
七
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
〇
の
地
点

三
九
の
地
点
か
ら
七
〇
度
五
九
分
二
〇
秒
一
五
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
一
の
地
点

四
〇
の
地
点
か
ら
七
四
度
一
一
分
三
五
秒
五
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
二
の
地
点

四
一
の
地
点
か
ら
七
六
度
三
六
分
三
八
秒
一
〇
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
三
の
地
点

四
二
の
地
点
か
ら
八
〇
度
四
〇
分
五
四
秒
一
〇
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
四
の
地
点

四
三
の
地
点
か
ら
八
四
度
一
五
分
四
五
秒
一
一
・
一
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
二



四
五
の
地
点

四
四
の
地
点
か
ら
八
七
度
四
四
分
五
七
秒
九
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
六
の
地
点

四
五
の
地
点
か
ら
九
一
度
〇
〇
分
〇
三
秒
八
・
五
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
七
の
地
点

四
六
の
地
点
か
ら
九
四
度
二
九
分
〇
五
秒
一
二
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
八
の
地
点

四
七
の
地
点
か
ら
九
六
度
五
一
分
二
八
秒
一
三
・
九
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
九
の
地
点

四
八
の
地
点
か
ら
九
七
度
二
〇
分
五
〇
秒
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
〇
の
地
点

四
九
の
地
点
か
ら
二
六
一
度
三
一
分
一
九
秒
三
四
〇
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

第
二
区
域

次
の
各
地
点
の
う
ち
五
一
の
地
点
か
ら
五
五
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
結
ん
だ
線
、
五
五
の
地
点
と
五

六
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
日
付
け
指
令
河
第
九
百
九
十
六
号
で
竣
功
認
可
さ
れ
た
埋

立
地
と
公
有
水
面
と
の
境
界
線
（
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
一
・
九
七
メ
ー
ト
ル
に
よ
り
決
定
）
及
び
五

一
の
地
点
と
五
六
の
地
点
を
結
ぶ
平
成
二
十
七
年
の
春
分
の
満
潮
位
（
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｌ
・
プ
ラ
ス
二
・
一

三
メ
ー
ト
ル
）
に
お
け
る
公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

五
一
の
地
点

基
点
か
ら
三
〇
五
度
〇
〇
分
三
五
秒
一
、
七
八
五
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
二
の
地
点

五
一
の
地
点
か
ら
二
九
度
三
六
分
二
七
秒
四
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
三
の
地
点

五
二
の
地
点
か
ら
九
七
度
三
〇
分
二
一
秒
九
・
三
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
四
の
地
点

五
三
の
地
点
か
ら
九
七
度
三
〇
分
二
九
秒
二
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
五
の
地
点

五
四
の
地
点
か
ら
九
七
度
〇
七
分
五
三
秒
一
二
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
六
の
地
点

五
五
の
地
点
か
ら
一
八
七
度
〇
九
分
一
二
秒
二
・
〇
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

第
一
区
域

二
、
五
五
八
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル

第
二
区
域

八
三
・
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

合

計

二
、
六
四
二
・
八
一
平
方
メ
ー
ト
ル

上
浦
漁
港
区
域

第
一
区
域

一
九
六
・
六
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

海
岸
区
域

第
一
区
域

二
、
三
六
二
・
三
一
平
方
メ
ー
ト
ル

第
二
区
域

八
三
・
九
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

合

計

二
、
四
四
六
・
二
一
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

臼
杵
市
大
字
風
成
字
天
神
森
脇
八
九
七
番
七
か
ら
同
大
字
字
久
保
九
六
一
番
二
に
至
る
各
地
内
及
び

同
地
先
の
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
Ａ
の
地
点
と
ｍ
の
地
点
と
を
結
ん
だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区

域
Ａ
の
地
点

基
点
か
ら
二
九
七
度
四
七
分
五
八
秒
二
、
〇
五
八
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｂ
の
地
点

Ａ
の
地
点
か
ら
三
五
一
度
三
一
分
〇
四
秒
二
二
・
一
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｃ
の
地
点

Ｂ
の
地
点
か
ら
一
六
度
五
一
分
〇
八
秒
一
九
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｄ
の
地
点

Ｃ
の
地
点
か
ら
四
二
度
一
〇
分
二
九
秒
一
五
・
一
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｅ
の
地
点

Ｄ
の
地
点
か
ら
四
二
度
一
一
分
二
六
秒
三
一
・
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｆ
の
地
点

Ｅ
の
地
点
か
ら
五
一
度
〇
七
分
〇
八
秒
三
八
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｇ
の
地
点

Ｆ
の
地
点
か
ら
七
四
度
五
八
分
五
一
秒
一
三
・
三
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｈ
の
地
点

Ｇ
の
地
点
か
ら
一
一
三
度
一
二
分
一
〇
秒
五
三
・
一
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｉ
の
地
点

Ｈ
の
地
点
か
ら
一
二
三
度
三
四
分
四
六
秒
二
二
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｊ
の
地
点

Ｉ
の
地
点
か
ら
一
一
二
度
二
六
分
一
六
秒
二
三
・
六
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｋ
の
地
点

Ｊ
の
地
点
か
ら
九
九
度
五
〇
分
一
三
秒
一
五
・
六
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｌ
の
地
点

Ｋ
の
地
点
か
ら
八
六
度
二
四
分
〇
八
秒
一
五
・
八
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｍ
の
地
点

Ｌ
の
地
点
か
ら
七
四
度
五
八
分
四
五
秒
一
四
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｎ
の
地
点

Ｍ
の
地
点
か
ら
六
五
度
二
三
分
三
八
秒
一
五
・
八
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｏ
の
地
点

Ｎ
の
地
点
か
ら
七
〇
度
二
四
分
二
七
秒
六
九
・
五
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｐ
の
地
点

Ｏ
の
地
点
か
ら
七
四
度
五
九
分
四
四
秒
二
三
・
五
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｑ
の
地
点

Ｐ
の
地
点
か
ら
九
七
度
三
〇
分
五
八
秒
一
五
・
〇
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｒ
の
地
点

Ｑ
の
地
点
か
ら
一
一
〇
度
三
五
分
五
九
秒
二
三
・
〇
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｓ
の
地
点

Ｒ
の
地
点
か
ら
七
五
度
〇
〇
分
三
五
秒
二
四
・
九
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｔ
の
地
点

Ｓ
の
地
点
か
ら
九
九
度
四
四
分
〇
一
秒
三
九
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｕ
の
地
点

Ｔ
の
地
点
か
ら
一
九
二
度
二
三
分
四
五
秒
二
二
・
二
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｖ
の
地
点

Ｕ
の
地
点
か
ら
二
七
七
度
一
二
分
三
五
秒
五
五
・
四
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｗ
の
地
点

Ｖ
の
地
点
か
ら
二
六
三
度
四
六
分
四
三
秒
四
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｘ
の
地
点

Ｗ
の
地
点
か
ら
二
四
八
度
四
八
分
一
八
秒
二
一
・
九
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｙ
の
地
点

Ｘ
の
地
点
か
ら
二
五
七
度
五
一
分
一
三
秒
一
三
・
六
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

Ｚ
の
地
点

Ｙ
の
地
点
か
ら
二
八
四
度
〇
四
分
三
四
秒
三
八
・
四
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ａ
の
地
点

Ｚ
の
地
点
か
ら
二
五
七
度
五
一
分
三
八
秒
二
五
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｂ
の
地
点

ａ
の
地
点
か
ら
二
四
九
度
五
二
分
三
二
秒
四
七
・
二
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｃ
の
地
点

ｂ
の
地
点
か
ら
二
五
五
度
五
五
分
一
二
秒
一
四
・
四
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一
三



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

種

別

名

称

員

数

時

代

所
在
の
場
所

所
有
者

建
造
物

若
宮
八
幡
神
社

本
殿

附
棟
札
一
枚
・

申
殿
・
唐
門

附
御
門

神
社
・
西
門

四
棟
一
枚

江
戸
時
代

後
期

豊
後
高
田
市
是
永
町

一
番
地
一

若
宮
八
幡

神
社

彫

刻

木
造
仁
王
像
（
阿
形
）

一
躯

平
安
時
代

末
期
〜
鎌

倉
時
代
初

頭

豊
後
高
田
市
田
染
真

中
二
二
五
三
番
地

宗
教
法
人

真
木
大
堂

古
文
書

高
野
山
本
覚
院
文
書

一
九
四
六

点

中
世
〜
近

代

大
分
市
王
子
西
町
一

四
番
一
号

大
分
県

一
方
平
Ⅰ
遺
跡
出
土
石
器

群

六
二
点

旧
石
器
時

代
後
期

大
分
市
大
字
中
判
田

字
ビ
ワ
ノ
門
一
九
七

七

大
分
県

ｄ
の
地
点

ｃ
の
地
点
か
ら
二
六
八
度
二
八
分
三
二
秒
一
〇
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｅ
の
地
点

ｄ
の
地
点
か
ら
二
七
七
度
一
五
分
五
〇
秒
一
五
・
七
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｆ
の
地
点

ｅ
の
地
点
か
ら
二
八
〇
度
一
二
分
三
一
秒
二
〇
・
八
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｇ
の
地
点

ｆ
の
地
点
か
ら
二
九
一
度
五
二
分
一
五
秒
一
八
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｈ
の
地
点

ｇ
の
地
点
か
ら
三
〇
〇
度
〇
四
分
一
三
秒
一
五
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｉ
の
地
点

ｈ
の
地
点
か
ら
三
〇
七
度
一
五
分
五
〇
秒
三
五
・
九
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｊ
の
地
点

ｉ
の
地
点
か
ら
二
六
七
度
二
一
分
四
三
秒
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｋ
の
地
点

ｊ
の
地
点
か
ら
二
五
四
度
五
六
分
一
五
秒
一
三
・
七
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｌ
の
地
点

ｋ
の
地
点
か
ら
二
四
六
度
〇
七
分
三
二
秒
一
五
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｍ
の
地
点

ｌ
の
地
点
か
ら
二
二
七
度
三
三
分
五
六
秒
一
一
・
八
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

ｎ
の
地
点

ｍ
の
地
点
か
ら
二
一
六
度
五
八
分
三
五
秒
二
六
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

上
浦
漁
港
区
域

七
九
一
・
〇
一
平
方
メ
ー
ト
ル

海
岸
区
域

九
、
七
四
五
・
三
六
平
方
メ
ー
ト
ル

合

計

一
〇
、
五
三
六
・
三
七
平
方
メ
ー
ト
ル

五

埋
立
地
の
用
途

道
路
用
地
、
護
岸
用
地

大
分
県
告
示
第
百
五
十
七
号

港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
東
港
に
係
る
港
湾
隣
接
地
域
に
関
す
る
公
聴
会
を
行
う
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

港
湾
の
名
称

国
東
港

二

公
聴
会
の
日
時

平
成
二
十
九
年
三
月
九
日

十
四
時

三

公
聴
会
の
場
所

国
東
市
向
田
地
区
公
民
館

高
齢
者
活
動
促
進
施
設
ふ
れ
あ
い
（
国
東
市
国
見
町
向
田
二
四
九
）

四

指
定
し
よ
う
と
す
る
地
域

１

指
定
区
域

基
点
一
か
ら
基
点
七
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
最
大
高
潮
時
の
水
際
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

２

基
点
及
び
補
助
点
の
表
示
（
世
界
測
地
系
、
角
度
の
表
示
は
方
向
角
と
す
る
。
）

基
点
一

国
東
市
国
見
町
向
田
字
北
浜
一
八
八
二
の
五
番
地
先
（
北
緯
三
三
度
三
九
分
五
秒
、
東
経

一
三
一
度
四
〇
分
二
一
秒
）

基
点
二

基
点
一
か
ら
二
五
五
度
〇
〇
分
〇
〇
秒
三
六
・
七
二
メ
ー
ト
ル
の
標
杭

基
点
三

基
点
二
か
ら
一
五
一
度
三
六
分
一
五
秒
四
三
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
の
標
杭

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
五
七
度
五
七
分
一
一
秒
一
六
九
・
四
六
メ
ー
ト
ル
の
標
杭

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
四
八
度
五
六
分
〇
〇
秒
六
四
・
一
六
メ
ー
ト
ル
の
標
杭

基
点
六

基
点
五
か
ら
一
二
七
度
四
四
分
五
九
秒
一
一
〇
・
八
一
メ
ー
ト
ル
の
標
杭

基
点
七

基
点
六
か
ら
一
三
七
度
四
八
分
四
五
秒
二
〇
・
七
一
メ
ー
ト
ル
の
標
杭

〇
教
育
委
員
会
告
示

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
二
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

に
掲
げ
る
文
化
財
を
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大

分

県

教

育

委

員

会

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
告
示
・
教
育
委
告
示
）

一
四



考
古
資
料

東
田
室
遺
跡
出
土
絵
画
土

器

一
点

古
墳
時
代

中
期
前
半

大
分
市
大
字
中
判
田

字
ビ
ワ
ノ
門
一
九
七

七

大
分
県

中
世
大
友
府
内
町
跡
出
土

キ
リ
シ
タ
ン
関
係
遺
物

三
七
点

戦
国
時
代

（
十
六
世

紀
後
半
）

大
分
市
大
字
中
判
田

字
ビ
ワ
ノ
門
一
九
七

七

大
分
県

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

名

称

所

在

地

実
施
者

実
施
の
場
所
及
び
期
日

宮
園
楽

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
宮

園

宮
園
か
っ
ぱ

楽
保
存
会

中
津
市
耶
馬
溪
町
大
字
宮
園

雲
八
幡

神
社

毎
年
七
月
二
十
九
日

大
分
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号

大
分
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
に
掲
げ
る
文
化
財
を
県
指
定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大

分

県

教

育

委

員

会

〇
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
、
第
七
十
五
条
、
第
七
十
六
条
、
第
八

十
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
平
成
二
十
九
年
三
月
二
日
現
在
で
大
分
県
議
会
議
員

及
び
大
分
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
（
以
下
「
選
挙
権
を
有
す
る
者
」
と
い
う
。
）
の
総
数
の
五
十
分

の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十

万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

一

木

俊

廣

一

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の

一
の
数

一
九
、
七
二
三
人

二

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
、
第
八
十
一
条
及
び
第
八
十
六
条
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営

に
関
す
る
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四

十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

二
二
三
、
二
六
六
人

三

地
方
自
治
法
第
八
十
条
の
規
定
に
よ
る
大
分
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
四
十
万

を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ

て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
）

大

分

市

一
三
一
、
九
二
二
人

別

府

市

三
三
、
一
二
八
人

中

津

市

二
三
、
二
六
八
人

日

田

市

一
八
、
九
二
三
人

佐

伯

市

二
一
、
二
四
二
人

臼

杵

市

一
一
、
四
一
八
人

津

久

見

市

五
、
四
三
七
人

竹

田

市

六
、
六
九
五
人

豊
後
高
田
市

六
、
五
六
二
人

杵

築

市

八
、
六
二
六
人

宇

佐

市

一
六
、
二
〇
七
人

豊
後
大
野
市

一
〇
、
八
六
四
人

由

布

市

九
、
八
五
三
人

国
東
市
・
姫
島
村

九
、
一
九
二
人

日

出

町

七
、
九
〇
三
人

九
重
町
・
玖
珠
町

七
、
四
七
六
人

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
教
育
委
告
示
・
選
管
委
告
示
）

一
五



〇
公

告

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
処
分
し

た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

処
分
を
し
た
年
月
日

別
表
の
と
お
り

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
建
設
業
の
許
可
番
号
及
び
取
消
処

分
に
係
る
建
設
業
の
種
類

別
表
の
と
お
り

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
基
づ
く
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

別
表
に
記
載
さ
れ
た
建
設
業
者
か
ら
、
建
設
業
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
大
分
県
知
事
に
対
し
、

建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
六



許可の取消処分
年月日

平成２８年１２月２２日

平成２８年１２月１９日

平成２９年１月１６日

平成２９年１月１３日

平成２８年１２月２７日

平成２９年１月１６日

平成２９年１月１１日

平成２８年１２月９日

平成２９年１月１８日

平成２９年１月２０日

取消処分に係る
建設業の種類

全 部

同 上

同 上

同 上

同 上

土木工事業、とび・土
工工事業、舗装工事業

管工事業

土木工事業、とび・
土工工事業、石工事
業、舗装工事業、し
ゅんせつ工事業、水
道施設工事業

とび・土工工事業

塗装工事業

許 可 番 号

大分県知事許可（般－２３）第１９７８号

大分県知事許可（特－２６）第５４８３号

大分県知事許可（般－２４）第１３４５５号

大分県知事許可（般－２３）第１０６６３号

大分県知事許可（般－２７）第１１５５１号

大分県知事許可（般－２８）第３４０６号

大分県知事許可（般－２８）第４９８８号

大分県知事許可（般－２８）第７３３１号

大分県知事許可（般－２３）第１３３１１号

大分県知事許可（般－２４）第１３４５０号

主たる営業所の所在地

豊後大野市大野町屋原７０５

大分市青崎１－１０－５

中津市三光下深水２０２－１

佐伯市宇目大字小野市５０５４－１

別府市大字南石垣１５１８－１３４

大分市大字八幡１４－４

大分市大字羽田６７３

大分市大字永興４４７

大分市大字久原７４３－５

大分市青崎１－３－３９

商号又は名称

佐藤電工社佐藤浩二

大松建設工業株式会社

有限会社末広

有限会社
赤嶺生コンクリート工業

株式会社ビフレ

有限会社山上建設

株式会社阿南電設工業

有限会社岩賢住宅

有限会社世羽工業

株式会社ＴＳＩテックス

別表

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
七



〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開
発
区
域
の

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
検
査
済
証
を
交
付
し
た
。

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

日
田
市
大
字
求
来
里
字
東
七
双
支
百
九
番
一
ほ
か
八
筆

二

開
発
区
域
の
面
積

四
、
七
三
一
・
二
六
平
方
メ
ー
ト
ル

三

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
・
氏
名

沖
縄
県
那
覇
市
壺
川
三
丁
目
一
番
地
七

株
式
会
社
サ
ン
レ
ー

代
表
取
締
役

佐
久
間

庸

和

四

完
了
検
査
年
月
日

平
成
二
十
九
年
二
月
十
四
日

平
成
二
十
九
年
三
月
七
日

大
分
県
報
（
公
告
）

一
八


